
川内地域の緊急時対応（概要版） ②PAZにおける避難・屋内退避の考え方
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区域 種別 対象者数
避難等の流れ

備考
警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態

PAZ
（発電所か
ら概ね5km
圏内）

避難行動
要支援者

（医療機関・
社会福祉
施設）

薩摩川内市
351人

 避難計画において避難元施
設ごとに避難先施設を設定。

 避難の実施により健康ﾘｽｸが
高まる者については、放射線
防護施設に入所している場合
は輸送の準備が整うまで屋
内退避を実施し、その他の施
設に入所している場合は近隣
の放射線防護施設へ輸送。

避難行動
要支援者
（在宅）

薩摩川内市
433人

 避難行動要支援者は、あ
らかじめ定めた避難先へ
避難。

 避難の実施により健康ﾘｽ
ｸが高まる避難行動要支
援者は、近隣の放射線防
護施設へ輸送。

避難行動
要支援者

（学校・保育
所）

薩摩川内市
350人

 学校・保育所の児童等は、警
戒事態になった時点で授業・
保育を中止し、保護者へ引き
渡す。

 保護者への引渡しが完了して
いない児童等は、施設敷地緊
急事態になった時点で避難を
行い、避難先で保護者に引き
渡す。

一般住民※2 薩摩川内市
4,524人

 住民はあらかじめ定めた
避難先へ避難。

 自家用車を利用可能な者
は自家用車で避難。自家
用車が利用できない者は、
九州電力(株)及び鹿児島
県等が配車した車両で避
難。

放射線防護施設※1

（薩摩川内市内７施設）
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対象者

薩摩川内市：433人

※1 放射線防護施設には、避難行動要支援者のほか、その支援者等が入る予定。
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一般住民
の避難準
備を開始

支援者の車両で避難

福祉避難所
一時集合場所

（17か所）

バス10台（職員同乗）により避難

対象者

薩摩川内市：
4,524人

＜保護者への引渡しが完了していない児童等＞

福祉車両4台（支援者同乗）で避難

支援者とともに徒歩、車両で避難 バス29台（支援者同乗）
で避難

保護者
引渡し
開始

避難先
（鹿児島県文化センター他6施設）

＜避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者：4人＞

＜避難可能な者：429人＞

自家用車で避難（3,779人）

徒歩等で移動（745人） ﾊﾞｽ25台により避難

避難先
（鹿児島県文化センター

他6施設）一時集合場所
（17か所）

対象施設

薩摩川内市（6施設：350人）

放射線防護施設※1

（旧寄田小学校体育館、水引地区コミュニ
ティセンター 等）

対象施設

薩摩川内市
（7施設：351人）

※1 放射線防護施設には、避難行動要支援者のほか、その支援者等が入る予定。

医療機関・社会福祉施設
（鹿児島市12施設、姶良市1施設）

施設内移動又は近隣の屋内退
避施設へ移動（職員が同行）

バス15台、福祉車両3台（職員同乗）により避難

＜避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者：24人＞

＜避難可能な者：327人＞

福祉車両3台（職員同乗）
で避難

※2 一般住民の対象者数は、PAZ内住民の人口。

保護者

引渡し

避難先
（鹿児島県文化センター

他6施設）

※介護ベッド等が必要な
在宅の避難行動要支援
者は、福祉避難所等を
確保。



区域 種別 対象者数

屋内退避 ／一時移転（1週間程度内に実施）の流れ

備考
警戒
事態

施設敷地
緊急事態

UPZ
（発電所か
ら概ね5～
30km圏内）

避難行動
要支援者

（医療機関）

82施設
4,376人

 避難元施設ごとに避難先施設を
事前設定。

 県内の受入候補施設の情報を県
の「原子力防災・避難施設等調
整ｼｽﾃﾑ」に登録し、県が受入施
設を決定。

避難行動
要支援者
（社会福祉
施設）

164施設
6,030人

 避難元施設ごとに避難先施設を
事前設定。

 県内の受入候補施設の情報を県
の「原子力防災・避難施設等調
整ｼｽﾃﾑ」に登録し、県が受入施
設を決定。

避難行動
要支援者
（在宅）

6,054人

 一時移転等が必要となった避難行
動要支援者は、一般住民を対象と
した避難計画に基づき、避難先施
設に避難。

 なお、介護ベット等が必要な者など避難
先施設における生活が困難な在宅の避
難行動要支援者は、近隣の福祉避難所
に移動。

避難行動
要支援者

（学校・保育
所・幼稚園

等）

225施設
30,796人

 警戒事態になった時点で授業・
保育を中止し、保護者への引渡
しを開始。

 保護者へ引渡しが完了しなかっ
た児童等は、全面緊急事態に
なった時点で屋内退避を行い、そ
の後、一時移転等の指示に基づ
き避難先へ避難し、保護者に引
き渡す。

一般住民※2 203,761人

 事前に設定している避難先へ一
時移転等を実施。

 自家用車や鹿児島県等が準備し
たﾊﾞｽ等により避難。

避難先福祉施設
（316施設）

①5～10km
20施設（923人）

②10～30km
296施設（16,861人）

自家用車、ﾊﾞｽ等により避難
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屋内退避
（164施設）

①5～10km
11施設（483人）

②10～30km
153施設（5,547人)

屋内退避
（6,054人）

屋内退避
（203,761人）

屋
内
退
避
の
準
備
を
開
始 ﾊﾞｽ・福祉車両（支援者同乗）

により避難

ﾊﾞｽ・福祉車両（職員同乗）
により避難

ﾊﾞｽ（教職員同乗）により避難

一時移転等
対象学校等

一時移転
等対象者

一時移転
等対象者

川内地域の緊急時対応（概要版） ③UPZにおける屋内退避・一時移転の考え方

対象施設
（225施設）

保護者

引渡し

開始

屋内退避
（82施設）

①5～10km
1施設（19人）

②10～30km
81施設（4,357人）

ﾊﾞｽ・福祉車両（職員同乗）
により避難

避難先医療機関
（185施設）

①5～10km
1施設（19人）

②10～30km
184施設（25,616人）

※2 一般住民の対象者数は、UPZ内住民の人口。

一時移転等
対象病院

一時移転等対
象福祉施設

一時移転
の指示

一時移転
の指示

＜引渡しが完了していない児童等
＞

屋内退避
（225施設：
30,796人）

避難先
（821施設）

鹿児島県が、「災害時等におけるバスによる緊急輸送等に関する協
定」に基づき、県内のバス会社等から必要となる輸送手段を確保。不
足する場合は、他県との応援協定に基づき、隣接県等から輸送手段を
確保。鹿児島県が確保した輸送手段で対応できない場合、原子力災害
対策本部からの依頼に基づき、国土交通省が関係団体、関係事業者
に対し協力を要請し、必要な輸送能力を確保。 3

避難先
（821施設）

避難先
（821施設）

※介護ベッド等が必要な
在宅の避難行動要支援
者は、福祉避難所等を
確保。

福祉避難所

保護者

引渡し

全面緊急事態

OIL2となった場合※1

一時移転
の指示

一時移転
の指示

一時移転
の指示



PAZ

UPZ

長浜港

薩摩川内市災害対策本部

下甑救急用
ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

避難経路：
（島内）港→［船舶移動自家用船舶、県が手配した
船舶等）］→（本土）港→［県、薩摩川内市等が準
備した車両等］→避難所

島外避難

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合は、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施

中甑港

平良港

上甑港

里港

上甑地区

里地区
里村ヘリポート

上甑
ヘリポート

351

348

避難先：島内避難
旧浦内小学校

避難先：島内避難
旧平良小学校

【主な避難経路】
県道348号

【主な避難経路】
県道348号→県道351号

島内避難

中甑島

【主な避難経路】
県道348号

【主な避難経路】
一般道路

避難先：島内避難
中津小学校
上甑コミュニティｾﾝﾀｰ
上甑中学校

４．原子力災害時における医療体制の連携・強化

原子力災害医療や立地道府県等が行う原子力災害
対策等を支援する。

放射性物質による汚染や被ばくの状況に応じて、下図の医療体制により、適切に対応。

原子力災害医療協力機関 ※県が登録

【１４医療機関（鹿児島市立病院、鹿児島医療センター他）・１６団体
（県内各保健所他）】

協 力

支 援

高度被ばく医療支援ｾﾝﾀｰ及び
原子力災害医療・総合支援ｾﾝﾀｰ ※国が指定

【国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立大学法人長
崎大学等が実施】

原子力災害時において、汚染の有無にかかわらず
傷病者等を受け入れ、被ばくがある場合には適切
な診療等を行う。

原子力災害拠点病院では対応できない高度専門的な診療を
行うほか、原子力災害拠点病院等での診療に対して専門的
助言を行う。また、原子力災害医療・総合支援ｾﾝﾀｰは原子
力災害医療派遣ﾁｰﾑの派遣調整を行うほか、平時から原子
力災害拠点病院へ研修、指導、助言を行う。

原子力災害拠点病院 ※県が指定

【１医療機関（鹿児島大学病院）】

PAZ

UPZ

国立大学法人
長崎大学

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

鹿児島医療センター

鹿児島大学病院鹿児島市医師会病院

鹿児島市立病院

鹿児島赤十字病院

米盛病院

霧島市立医師会医療センター

県立北薩病院出水総合医療センター

曽於医師会病院

鹿屋医療センター

※本地図は鹿児島本土のみの協力
機関を記載しているが、その他、種
子島医療センター及び県立大島病
院も含まれる。

県立薩南病院

南九州病院

３．バス協会との協定に基づく輸送手段の確保

協力事業者 保有台数（台）

３３社 約１，４００

隣接県（熊本県・宮崎県）
指定地方公共機関（バス会社）

保有台数：約２，５００台

鹿児島県は、原子力災害時における輸送手段の円滑な確保のため、平成２７年６月に公益社団法人鹿児島県バ

ス協会と「災害時等におけるバスによる緊急輸送等に関する協定」を締結。

万が一、鹿児島県内の輸送手段では不足する場合には、他県のとのお以遠協定にも続き、隣接権等から輸送手

段を確保する。

災害時におけるバスによる緊急輸送等に関する協定（平成27年6月26日）
【対象】

公益社団法人鹿児島県バス協会
【協力内容】

①被災者（滞留者を含む）及び救援者等の輸送業務
②ボランティアの輸送業務
③災害応急対策の実施のために必要な人員
及び携行する資機材等の輸送業務

④その他必要なバスによる支援業務

九州・山口9県災害時応援協定
（平成23年10月31日）

【対象】

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県

【応援内容】

①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③避難施設及び住宅の提供
④緊急輸送路及び輸送手段の確保
⑤医療支援
⑥その他応援のため必要な事項

第１経路
県道43号→国道3号→南九州道（串木野ＩＣ～建部ＩＣ）→
県道24号→国道225号→県道216号→県道214号→県道58号

ＰＡＺ内避難時の避難経路として設
定されている県道４３号線が通行不
能な場合、林道寄田青山線（1車線、
全長約16km）等も使用

第２経路
県道43号→国道3号→南九州道（串木野市ＩＣ～市来ＩＣ）→
国道3号→国道10号

１．避難経路の複数化

２．離島の島外避難等防護措置

県は、PAZ内の避難の実施に合わせ、UPZ外の住民に対し、必要に応じて、屋内避難を行う可能性がある旨の注意喚起
を行う。また、万が一、島内避難ができない場合に備え、本土への避難の検討を行う。

避難の際は、自家用の遊漁船等の利用又は県が薩摩川内市からの依頼に基づき、第十管区海上保安本部、自衛隊、
フェリー及び高速船の運航者等に要請し、手配した船舶等により避難を行う。

避難先：鹿児島市

鹿児島県文化ｾﾝﾀｰ
（宝山ﾎｰﾙ）

214

ＵＰＺ

ＰＡＺ

225

10

3

328

39

42

43

3

216

58

【バス避難集合場所】
池ノ段集会所

【バス避難集合場所】
土川集会所

【バス避難集合場所】
寄田地区コミュニティセンター

3

24

第３経路
県道43号→国道3号→県道39号→県道42号
→国道328号→国道3号→国道10号

川内地域の緊急時対応（概要版） ④住民の安全確保に向けた主な対策(１)

新たに開通した区間を含めた、南九州西回り自動車道を避難経路として新たに追加（下図の第１経路）。

ＰＡＺ内（滄浪地区及び寄田地区）の避難経路として設定されている県道４３号線が通行不能な場合として、林
道寄田青山線等の使用を明記。

【バス避難集合場所】
上野集会所

PAZ内
地域

人口
うちﾊﾞｽ避難者数

寄田地区 285人 96人

43

H

H

348

H
H

下甑分屯基地
第2ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

済生会川内病院

（凡例）
：原子力災害拠点病院

：原子力災害医療協力機関
（医療機関のみ）
：その他、被ばく医療対策施設
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